
議案第1 3号

三朝町行政手続条例の一部改正について

次のとおり三朝町行政手続条例の一部を改正することについて､地方自治法

(昭和2 2年法律第6 7号)第9 6条第1項の規定により､本議会の議決を求め

る｡

平成15年3月10日

三朝町長　吉　　田　　秀　　光

平成1 5年3月24日屠蘇爾渡

三朝町議会読長盈昇

三朝町条例第　号

.三朝町行政手続条例の一部を改正する条例

三朝町行政手続条例(平成8年三朝町条例第2 2号)の一部を次のように改

正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)を当

該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

改正後 改正前

第1.条～第7条　略

(理由の提示)

第8条　町長等は､申請により求めら

れた許認可等を拒否する処分をする

場合は､申請者に対し､同時に､当

該処分の理由を示すものとする｡た
だし､条例等に定められた許認可等
の要件又は公にされた審査基準が数

量的指標その他の客観的指標により

明確に定められている場合であっ
て､当該申請がこれらに適合しない
ことが申請書の記載又は添付書類そ
の他の申請の内容から明らかである

ときは､申請者の求めがあったとき

にこれを示すものとする｡

第1条～第7条　略

(理由の提示)

第8条　町長等は､申請により求めら
れた許認可等を拒否する処分をする

場合は､申請者に対し､同時に､当

該処分の理由を示すものとする｡た
だし､条例等に定められた許認可等
の要件又は公にされた審査基準が数

量的指標その他の客観的指標により

明確に定められている場合であっ
て､当該申請がこれらに適合しない
ことが申請書の記載又は添付書類か

ら明らかであるときは､申請者の求

めがあったときにこれを示すものと

する｡



2　略

第9条～第33条　略

(行政指導の方式)

第34条　行政指導に携わる者は､その

相手方に対して､当該行政指導の趣
旨及び内容並びに責任者を明確に示

さなければならない｡
2　行政指導が口頭でなされた場合に

おいて､その相手方から前項に規定

する事項を記載した書面の交付を求
められたときは､当該行政指導に携
わる者は､行政上特別の支障がない
限り､これを交付しなければならな
い｡

3　前項の規定は､次に掲げる行政指

導については､適用しない｡

､(1)　相手方に対しその場におい

て完了する行為を求めるもの

(2) ;既に文書(前項の書面を含

む

方法､磁気的方法その他人の

知骨によっては認識すること

ができない方式で作られる記

録であって､電子計算機によ

る情報処理の用に供されるも

のをいう∩)によりその相手方

に通知されている事項と同一
の内容を求めるもの

第35条以下　略

2　略

第9条～第33条　略

(行政指導の方式)

第34条　行政指導に携わる者は､その

相手方に対して､当該行政指導の趣
旨及び内容並びに責任者を明確に示
さなければならない｡

2　行政指導が口頭でなされた場合に

おいて､その相手方から前項に規定

する事項を記載した書面の交付を求
められたときは､当該行政指導に携
わる者は､行政上特別の支障がない

限り､これを交付しなければならな

こ　い｡

3　前項の規定は､･次に掲げる行政指

導については､適用しない｡

(1)　相手方に対しその場におい

て完了する行為を求めるもの

(2)　既に文書(前項の書面を含

むユによりその相手方に通知
されている事項と同一の内容

を求めるもの

第35条以下　略

附　則

この条例は､公布の日から施行する｡


